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　外国人が中国で勤務するには、外国人就労証および
外国人居留証の取得が必要不可欠です。「外国人入出国
管理法実施細則」第44条によると、上記証書を取得し
ない外国人労働者に対しては、就業を終止させると同
時に、中国の公安当局は1,000元以下の過料を科する
ことができ、状況が重大である場合、期限を決めて出
国を命じることができるとされています。外国人労働
者を許可なしに雇用する会社や個人は、雇用行為を終
了させると同時に、5,000元以上、5万元以下の過料を
科することができ、当該外国人労働者の返還費用の負
担を命じることができます。外国人雇用の詳細につい
て、更に以下の通り解説します。

　

１．外国人労働者との労働契約の効力
　
　企業と外国人就労証を取得していない外国人労働者
との間で締結された労働契約は、無効とされます。こ
の点は「法律および行政法規の強行規定に違反した場
合、労働契約が無効となる」という労働契約法（第26
条第１項第３号）上の規定に基づくものであると考え
ます。北京市、上海市、広東省、浙江省などの司法実
践においては、すでに明確に確認されています。ただ
一方で、契約が無効となった後も、外国人労働者がす
でに提供した労務の対価は、労働契約に基づいて支給
しなければなりません。
　

２．外国人労働者の労働基準
　
　外国人労働者は、同じく中国の最低賃金基準、勤務
時間、休憩、休暇、労働安全衛生といった労働基準の
法的保護を受けます（労働部（現人力資源・社会保障
部）、公安部、外交部、対外貿易経済合作部（現商務
部）など四部門により公布された「外国人在中国就業
管理規定」（労部発（1996）29号）第22条、23条）。
例えば、外国人の女性従業員も、三期（妊娠期間、出
産期間（産前産後）、授乳期間）保護の関連規定の適用
を受けることができます。
　

３．外国人労働者の社会保険
　
　外国人労働者の中国の社会保険（年金、医療、失業、
生育、労災）加入は、いまだ一般的ではありません。
ただ天津や上海などの一部都市では、外国人労働者も
社会保険の一部に加入できるとされています。例えば、
上海市では労働部門の関連規定により、2009年10月
10日から、上海市城鎮基本養老保険（年金）、基本医
療保険、労災保険への外国人の加入を認めています。
ただし、これはあくまでも、外国人労働者と会社とが
協議により社会保険の加入に合意し、かつ労働契約で
これを約定した場合において保険加入（年金、医療、
労災の三つに限る）が認められます。つまり、中国労
働者に関する強制的な加入と違い、会社側に対する強
制的義務ではありません。社会保険の加入に双方が合
意した場合は、これを労働契約に明確に記載しなけれ
ばなりません。
　次回は、外国人労働者との間の労働契約の解除条件、
違約責任、経済補償金など、いまだ争点が残っている
関連問題について、地方の実務を取り込んで解説しま
す。
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